
要介護認定等資料の情報提供依頼について 

（介護保険サービス事業所依頼分） 

 

 介護サービス計画（ケアプラン）の作成を目的とした要介護認定等資料の情報提供依

頼手続については以下のとおりです。  

 

１ 情報提供依頼者の範囲 

(1) 本人と居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成に係る契約を締結する居

宅介護支援事業所に所属し，居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員又は地

域包括支援センター（以下「包括」という）に従事する介護支援専門員  

(2) 本人と施設サービス計画の作成に係る契約を締結する介護保険関係施設等に所属

し，施設サービス計画を作成する介護支援専門員   

 

２ 情報提供依頼ができる要介護認定等資料 

(1) 認定調査票  

(2) 主治医意見書  

(3) 要介護認定等結果通知書（写） 

 

※※※ 以後の説明について ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  

(1)及び(2)について → 「３」～「６」をご参照ください  

(3)について     → 「７」をご参照ください  

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  

 

３ 情報提供依頼ができる期間 

審査会日が決まった日から有効期間満了日までとします。  

審査会日が決まる前の依頼は無効です。 

 

４ 情報提供依頼先 

  要支援認定者・要介護認定者ともに「介護保険要介護認定等資料情報提供依頼書（認

定調査票・主治医意見書分）」（以下「提供依頼書」という）にて介護保険課認定係に依

頼してください。 

被保険者１名ごとかつ認定日ごとに１枚の提供依頼書を使用し，被保険者が施設に入

所し施設サービスを利用している場合は，「施設入所証明書」欄も記入してください。 

 

５ 受取時留意事項 

要支援認定者・要介護認定者ともに，介護保険課認定係から要介護認定等資料を提供

します。以下の点にご留意ください。 

(1) 受取事前要件 

①認定後，本人と介護サービス提供契約を締結し，居宅届が提出済であること 

②要支援認定者で包括から委託を受けた事業所が受取る場合，包括との委託契約の

締結が完了していること 



 

(2) 受取時確認事項 

受取の際は，依頼者の身分証明書（介護支援専門員証＋従業員証（名刺も可）（い

ずれも原本））を御提示ください。なお，提供依頼書の受取条件にレ点がある場合は，

同一事業所の介護支援専門員にも提供します。依頼者が受取る場合と同様，身分証

明書を御提示ください。  

 

(3) 受取可能日 

受取は，依頼日から１週間後の同曜日（休日の場合は翌開庁日。審査会日翌日と

なる場合は午前 11 時以降）から可能です。その時点で審査会が終了していない場合

は，審査会日の翌開庁日午前 11 時以降から受取可能となります。  

 

６ 郵便での依頼・提供 

要介護認定等の情報提供を郵便で依頼する場合は「５－(1)」を確認のうえ，以下を

提出してください。依頼を受けた要介護認定等資料は，依頼日から１週間後の同曜日（休

日の場合は翌開庁日）に発送します。その時点で審査会が終了していない場合は，審査

会日翌開庁日に発送します。 

(1) 介護保険要介護認定等資料情報提供依頼書（認定調査票・主治医意見書分） 

(2) 依頼者の身分証明書 

介護支援専門員証及び従業員証の写し 

(3) 返信用封筒 

送料分の切手を貼付してください。超過する場合は受取人払いとなります。 

   【参考】認定調査票と主治医意見書各１部（計２部）に係る重量 約 40ｇ 

 

７ 要介護認定等結果通知書（写）の依頼・提供 

認定日から３開庁日経過後に，「５－(1)」を確認のうえ，「介護保険要介護認定等資

料情報提供依頼書（要介護認定等結果通知書分）」にて介護保険課認定係に依頼してく

ださい。即日提供としますので，受取の際は，依頼者の身分証明書（介護支援専門員証

＋従業員証（名刺も可）（いずれも原本））を御提示ください。  

また，郵便で依頼する場合は「５－(1)」を確認のうえ，以下を提出してください。

事前に提供依頼書の受付はしませんので，提供可能日以降に依頼してください。  

【参考】４月１日審査会分は，４月５日以降が提供可能日  

(1) 介護保険要介護認定等資料情報提供依頼書（要介護認定等結果通知書分） 

(2) 依頼者の身分証明書 

介護支援専門員証及び従業員証の写し 

(3) 返信用封筒 

送料分の切手を貼付してください。超過する場合は受取人払いとなります。 

【参考】１部に係る重量 約 25ｇ 

 

８ 問合せ先 

水戸市福祉部介護保険課 認定係  TEL 029-232-9147 


